
    「各種事務事業の取扱い」（その４）

　12　福祉・保健・医療分科会（介護保険）

ページ
事務事業

コード 各　種　事　務　事　業 分類 調　　　　整　　　　方　　　　針　　　　案

4 050403 介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。

5 070103 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 合併後に統一
長岡市の計画に統一する。ただし、平成17年度までの第２期計画は、各市町村の計画の集合をもって新市の事
業計画として取り扱うものとする。

6 050201 認定調査 合併後に統一 長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。

7 050301 ★介護保険料 合併後に統一 新たな介護保険料額を定め、平成18年度から統一する。

8 050302 介護保険料の算定・納期等 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。

9 050303 介護保険料の減免（法定減免） 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年度は現行どおりとする。

10 050304 介護保険料の減免（法定外減免） 合併後に統一 新制度を創設し統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年度は現行どおりとする。

11 050402 特別な事情による利用料の減免（法定減免） 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年度は現行どおりとする。

12 050502 診療所が実施する介護保険サービス 当分の間現行どおり 当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。

13 050501 居宅介護支援事業等（直営） 合併後に廃止
廃止する。ただし、廃止する時期や事業の民営化等については、第3期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
において検討するものとする。

★印は、長岡地域任意合併協議会で協議された事務事業。
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）
作成日　　　 平成16年 4月19日

データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０５ ０４ ０３

（１）目的 （１）目的
　　　同左 　　　同左

（２）内容 （２）内容 （２）内容
第１号被保険者に係る給付制限（義務的措置） 　　　同左 　　　同左
＜１年以上滞納＞　介護保険法66条、規則99条
・支払方法の変更（償還払い化）
＜１年半以上滞納＞　法67、規則103条
・保険給付の支払の一時差し止め
＜２年以上滞納＞　法69条
・保険給付の減額（９割→７割）
・高額介護サービスの不支給

（３）要綱 （３）要綱 （３）要綱
　　　あり 　　　同左 　　　なし

（４）対象者 （４）対象者 （４）対象者
　　　なし 　　　同左 　　　同左

（１）目的 （１）目的 （１）目的 長岡市の制度に統一する。
　　　同上 　　　同左 　　　同左

（２）内容 （２）内容 （２）内容
　　　同上 　　　同左 　　　同左

（３）要綱 （３）要綱 （３）要綱
　　　なし 　　　同左 　　　同左

（４）対象者 （４）対象者 （４）対象者
　　　同上 　　　同左 　　　同左

調　整　方　針　案三　　島　　町 山　　古　　志　　村 小　　国　　町 課　　　　　　題

小 項 目

長　　岡　　市 中　　之　　島　　町 越　　路　　町

被保険者間の公平を図るため、保険料を滞納し
ている被保険者に係る保険給付の制限を行うも
の。

（１）目的

各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療分科会 介護保険 保険給付 介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等

大 項 目 （分科会） 中 項 目
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）

作成日　　　 平成16年 4月19日

データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０７ ０１ ０３

②介護給付等対象サービスの必要量の見込み

平成１５年度～平成１９年度

要介護者等に係る保健福祉サービスおよび医療
系サービスの提供体制、保険給付に係る費用の
状況等を勘案するとともに、各種保険事業の円
滑な実施を図る。

〈政策目標〉・「みんなで支えあう福祉社会づ
くり」を基本に、介護が必要な状態になっても
自らの選択に基づき良質な介護サービスを利用
できるよう、地域における介護体制の確立を目
指す。・健康、医療、福祉等の様々な分野で地
域住民の自主的活動等も一体となったきめ細か
なサービスを提供し、高齢者が健康でいきいき
した質の高い生活を送れるよう壮年期から生活
習慣病予防対策と高齢者が要介護状態となるこ
との予防(介護予防)を推進する。・いつまでも
健康で働き続け、地域社会で活躍したいという
意欲を持つ元気な高齢者も増えてきているた
め、「社会を支える一員」としての高齢者の参
加を推進する。

平成18年度から開始となる第3期介護保険事業計

画は、平成17年度に新市での策定委員会を経て

策定されることになる。策定に当たっては、旧

市町村の住民ニーズや介護サービスの基盤整

備、事業費等高齢者福祉施策全般にわたり事前

調整を先行させる必要がある。

長岡市の計画に統一する。ただし、平成17年度
までの第２期計画は、各市町村の計画の集合を
もって新市の事業計画として取り扱うものとす
る。

調　整　方　針　案課　　　　　　題

（５）計画の概要

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図
る。
（５）計画の概要

③介護給付等対象サービスの給付量の見込み

　介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を
図る。

三　　島　　町
（１）計画の名称

①要介護者等の現状及び見込み

（２）策定年月日　　　平成１５年３月 （２）策定年月日　　　平成１５年３月

（４）計画の目的

（３）策定期間 （３）策定期間（３）策定期間
平成１５年度～平成１９年度

長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

平成１５年度～平成１９年度 平成１５年度～平成１９年度

（２）策定年月日　　　　平成１５年３月

（１）計画の名称 （１）計画の名称 （１）計画の名称
中之島町老人保健福祉計画・介護保険事業計画 越路町老人保健福祉計画・介護保険事業計画

福祉・保健・医療 その他社会福祉施策 福祉計画

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

長　　岡　　市

小国町保健医療福祉計画・介護保険事業計画

平成１５年度～平成１９年度

⑥介護保険の事業費の見込み

（３）策定期間 （３）策定期間

（５）計画の概要

④健康づくり、介護予防事業の推進
⑤サービスの質の向上

山　　古　　志　　村

⑥介護保険以外のサービス・事業の整備

小　　国　　町

①住み慣れた地域社会で生活し続けるための
   総合支援システムの構築
②自己選択・自己決定に基礎をおく地域介護
   体制の確立
③介護予防対策と健康づくりの推進
④地域特性を生かした保健福祉文化の育成
⑤ノーマライゼーションの理念の実現
⑥民間活力、多様なサービス提供主体の参入
　 促進
⑦ケアマネジメントの充実
⑧在宅介護支援センターの機能強化
⑨サービス提供の公平性と適正性の確保
⑩「ふれあいサロン」等の充実

（１）計画の名称

<政策目標>「この地域みんなで支える小国町」
住み慣れた地域で充実した生活が送れるよう
に、個人のライフスタイルを尊重しながら、地
域での助け合いや公的援助を含めて、町民生活
を向上させ満足感、安心感、幸福感を抱いて生
活できる社会を創り上げることを目指します。

（４）計画の目的

老人保健福祉計画、介護保険事業計画 山古志村すこやかプラン 計画の内容が異なる。
（１）計画の名称

（２）策定年月日      平成１５年３月 （２）策定年月日　　　　平成１５年３月 （２）策定年月日       平成１５年３月

（４）計画の目的

（５）計画の概要

高齢者が住み慣れた地域で健康を維持しつつ住
み続けることができ、要介護状態になった時に
は高齢者の希望に応じて必要な介護を受けなが
ら、地域での生活を継続できることを目的とす
る。

（５）計画の概要

高齢者の心身の状況、置かれている環境等に応
じて、適切な保健医療サービスおよび福祉サー
ビスが総合的かつ効率的に提供される体制を構
築する。また、要介護状態になった場合でも、
希望を最大限に尊重しながら、可能な限りその
居宅において自立した日常生活を営むことを支
援する。

①計画策定の趣旨
②高齢者をとりまく社会環境
③計画期間の展望
④施策展開の基本的な考え方
⑤保健医療福祉施策の推進
⑥介護保険事業の適切な運営

平成１５年度～平成１９年度
（３）策定期間　　

（４）計画の目的 （４）計画の目的
　　　同左

（５）計画の概要

（４）計画の目的

①介護サービスの基盤整備
②介護予防の推進
③痴呆高齢者対策の推進
④地域ケア体制の推進

⑤介護サービスの基盤整備
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）

作成日　　　 平成16年 4月19日

データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０５ ０２ ０１

（１）委託方法 （１）委託方法 （１）委託方法

（２）委託料　 （２）委託料 （２）委託料
　①在宅　　1件　　5,000円
　②施設　　1件　　2,100円

（３）委託事業所及び調査員数 （３）委託事業所及び調査員数 （３）委託事業所及び調査員数

（４）主治医意見書の依頼・回収方法 （４）主治医意見書の依頼・回収方法
　①在宅　市内・市外全て郵送により市が行う。 　①在宅　町が郵送で行う。　
　②施設　すべて施設に依頼・回収 　②施設　施設に依頼・回収

（１）委託方法 （１）委託方法 （１）委託方法

　　すべて直営で行うためなし。

（２）委託料　 （２）委託料　 （２）委託料　
　①在宅　　1件　　4,300円(嘱託調査員） 　①在宅　　1件　　5,900円 　①在宅　　なし
　②施設　　1件　　2,100円 (意見書の依頼・回収含む） 　②施設　　1件　　2,100円

（３）委託事業所及び調査員数 （３）委託事業所及び調査員数 （３）委託事業所及び調査員数
　①在宅　町職員及び嘱託看護師　７人 　①在宅　　4人 　①在宅　　なし

　②施設　　村外22施設

（４）主治医意見書の依頼・回収方法 （４）主治医意見書の依頼・回収方法 （４）主治医意見書の依頼・回収方法
　①在宅　村外は郵送で村が行う。　 　①在宅
　②施設　すべて施設に依頼・回収

　①在宅者

　②施設入所者

　①在宅者

　②施設　11施設　

　②施設　　市内13施設　　　 88人　

　　在宅・施設　全て郵送し返信用封筒により
　　　回収

　　申請者が入所している施設

　①在宅者

　②施設入所者

　①在宅者

　②施設入所者

　　　師が行っている。

　②施設　　町内外　23事業所　　111人　

　②施設　　1件　　2,100円

　①在宅者

　②施設入所者

　　　※一般病院に入院している場合は、町の保健
　　　師が行う。

三　　島　　町

　　　してもらっている。

　　調査依頼している場合は、施設に依頼・回収
　②施設　

　②施設入所者

　　町で医療機関に依頼し、医療機関から提出

調　整　方　針　案

　　町嘱託看護師3名と町保健師4名

小　　国　　町山　　古　　志　　村

長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度
は現行どおりとする。

課　　　　　　題

　　在宅介護支援センターと村の保健師

　　申請者が入所している施設
　　※町内外の施設に入所・入院している場合
　　ただし、2年に1回は、町調査員が行う。

　①在宅　　1件　　4,300円
　②施設　　1件　　2,100円

　②施設　　町外24施設　　100人　
　①在宅　　町内２事業所　12人　

　②施設　　1件　　2,100円

　①在宅　　町内１事業所　　4人

　　町内の指定居宅介護支援事業者２ヵ所に委託
　　　宅介護支援センターに併設されている指定居 　　　福祉協議会に一部委託

　　申請者が入所している施設
　　※在宅施設あわせて30％委託している。
　　※新規、変更申請、入院中の者は町が実施

　①在宅　　市内36事業所　　103人

　　　宅介護支援事業所(市内18ヵ所)に委託

　　申請者が入所している施設

介護保険

　①在宅　　1件　　3,150円

　①在宅者

　②施設入所者

　　指定居宅介護支援事業所(市内18ヵ所)と在

要介護･要支援認定

　　申請者が入所している施設
　　　※一般病院に入院している場合は、町の保健

認定調査

　　町保健師が行っているが、町社会

小 項 目大 項 目 （分科会） 中 項 目
福祉・保健・医療

中　　之　　島　　町 越　　路　　町長　　岡　　市

（４）主治医の意見書の依頼・回収方法

①在宅　　町が郵送で行う。
②施設　　施設に依頼・回収

　②施設　　24施設　85人

　　申請者が入所している施設
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）

作成日　　　 平成16年 4月19日

データ基準日 平成16年 4月 1日

０１

第1号被保険者の保険料 第1号被保険者の保険料 第1号被保険者の保険料

　

　

第1号被保険者の保険料 第1号被保険者の保険料 第1号被保険者の保険料

　

本人が市町村民税非課税で
世帯員が市町村民税課税

本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円未満

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

第2段階
世帯全員が市町村民税非課
税

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
１２ 福祉・保健・医療 ０５ 介護保険 ０３ 保険料 介護保険料

長　　岡　　市 中　　之　　島　　町 越　　路　　町

段階 保険料段階区分 15年度 段階 保険料段階区分 15年度 段階 保険料段階区分 15年度

第1段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世
帯全員が市町村民税非課税

20,500円 第1段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世
帯全員が市町村民税非課税

19,200円 第1段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世
帯全員が市町村民税非課税

20,500円

31,900円 第2段階
世帯全員が市町村民税非課
税

28,800円 第2段階
世帯全員が市町村民税非課
税

30,700円

第3段階
本人が市町村民税非課税で
世帯員が市町村民税課税

45,500円 第3段階
本人が市町村民税非課税で
世帯員が市町村民税課税

38,400円 第3段階 41,000円

第4段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円未満

59,200円 第4段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円未満

48,000円 第4段階 51,200円

第5段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円以上
250万円未満

63,800円 第5段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円以上

57,600円 第5段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円以上

61,500円

第6段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が250万円以上

75,100円

小　　国　　町 課　　　　　　題 調　整　方　針

新たな介護保険料額を定め、平成18年度から統
一する。

15年度

18,000円

27,000円

36,000円

45,000円

段階 保険料段階区分 15年度 段階 保険料段階区分 15年度 段階 保険料段階区分

第1段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世
帯全員が市町村民税非課税

20,200円 第1段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世
帯全員が市町村民税非課税

21,000円 第1段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世
帯全員が市町村民税非課税

第2段階
世帯全員が市町村民税非課
税

30,300円 第2段階
世帯全員が市町村民税非課
税

31,500円 第2段階
世帯全員が市町村民税非課
税

第3段階
本人が市町村民税非課税で
世帯員が市町村民税課税

40,400円 第3段階
本人が市町村民税非課税で
世帯員が市町村民税課税

42,000円 第3段階
本人が市町村民税非課税で
世帯員が市町村民税課税

第4段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円未満

50,500円 第4段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円未満

52,500円 第4段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円未満

第5段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円以上

60,600円 第5段階 54,000円
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円以上

63,000円 第5段階
本人が市町村民税課税で
合計所得金額が200万円以上
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）

作成日　　　 平成16年 4月19日

データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０５ ０３ ０２

(1)　賦課の時期 (1)　賦課の時期 (1)　賦課の時期
処理日 通知発送 処理日 通知発送 処理日 通知発送

暫定賦課 4月上旬 4月中旬 暫定賦課 ３月下旬 ４月中旬 暫定賦課 4月上旬 4月中旬

確定賦課 7月上旬 7月中旬 確定賦課 7月上旬 ８月中旬 確定賦課 8月上旬 8月中旬

例月賦課 毎月上旬 毎月中旬 例月賦課 毎月上旬 毎月中旬 例月賦課 毎月上旬 毎月中旬

(2)  納期 (2)  納期 (2)  納期
納期 納期 納期

(3)　仮徴収 (3)　仮徴収 (3)　仮徴収
通知送付 通知送付 通知送付
額変更 額変更 額変更

(1)　賦課の時期 (1)　賦課の時期 (1)　賦課の時期
処理日 通知発送 処理日 通知発送 処理日 通知発送

暫定賦課 4月上旬 ４月中旬 暫定賦課 4月上旬 4月中旬 暫定賦課 4月上旬 4月中旬

確定賦課 ６月下旬 ７月中旬 確定賦課 8月上旬 8月中旬 確定賦課 8月上旬 8月中旬

例月賦課 毎月上旬 毎月中旬 例月賦課 毎月上旬 毎月中旬 例月賦課 毎月上旬 毎月中旬

(2)  納期 (2)  納期 (2)  納期
納期 納期 納期

(3)　仮徴収 (3)　仮徴収 (3)　仮徴収
通知送付 通知送付 通知送付
額変更 額変更 額変更

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療 介護保険 保険料 介護保険料の算定・納期等

する する する

長　　岡　　市 中　　之　　島　　町 越　　路　　町

する

12期 10期 12期

長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現
行どおりとする。

する する しない
しない する

調　整　方　針三　　島　　町 山　　古　　志　　村 小　　国　　町 課　　　　　　題

12期 12期 12期

する しない する

8



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）

作成日　　　 平成16年 4月19日

データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０５ ０３ ０３

（１）内容 （１）内容 （１）内容

（２）法定減免実施年度　 （２）法定減免実施年度　 （２）法定減免実施年度　
  ・平成12年度から   ・平成12年度から   ・平成12年度から

（３）条例 （３）条例 （３）条例
　・長岡市介護保険条例第17条第1項 　・中之島町介護保険条例第14条 　・越路町介護保険条例第11条

　・中之島町介護保険条例施行規則第9条 　・越路町介護保険条例施行規則第3条

（４）取扱い基準の制定 （４）取扱い基準の制定 （４）取扱い基準の制定
  ・長岡市介護保険料減免取扱基準 　　無し   ・越路町介護保険料減免基準

（１）内容 （１）内容 （１）内容

（２）法定減免実施年度　 （２）法定減免実施年度　 （２）法定減免実施年度　
  ・平成12年度から   ・平成12年度から   ・平成12年度から

（３）条例 （３）条例 （３）条例
　・三島町介護保険条例第11条 　・山古志村介護保険条例第24条 　・小国町介護保険条例第11条

（４）取扱い基準の制定 （４）取扱い基準の制定 （４）取扱い基準の制定

福祉・保健・医療 介護保険 保険料

長　　岡　　市

介護保険料の減免（法定減免）

各 種 事 務 事 業大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目

長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそ
れに続く翌年度は現行どおりとする。

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

　世帯の生計を主として維持する者が、死亡・
入院・廃業・失業等で所得が激減したことによ
り、保険料納付が困難となった場合、申請によ
り所得の減少割合に応じて保険料の減免を行う
制度。

　　　同左 　　　同左

課　　　　　　題 調　整　方　針　案

　・長岡市介護保険条例施行規則第12条、第13条

同上 　　　同左 　　　同左

三　　島　　町 山　　古　　志　　村 小　　国　　町

　・未実施市町村有り
　・減免基準､減免割合の違い
　・条例、条例施行規則、要綱、基準の統一
　　化

　　無し 　　無し   ・小国町第1号被保険者介護保険料減免取扱要綱

　・三島町介護保険条例施行規則第8条 　・山古志村介護保険条例施行規則第4条 　・小国町介護保険条例施行規則第9条
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）

作成日　　　 平成16年 4月19日

データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０５ ０３ ０４

（１）内容 　　　制度なし 　　　制度なし

（２）独自減免実施の有無・開始時期
　・有り　　　平成15年4月1日

（３）条例
　・長岡市介護保険条例第17条第2項

（４）取扱い基準の制定

　　　制度なし 　　　制度なし （１）内容

（２）独自減免実施の有無・開始時期
　・有り　　　平成15年4月1日

（３）条例
　・小国町介護保険条例第11条第1項第5号
　・小国町介護保険条例施行規則第9条

（４）取扱い基準の制定

　・長岡市介護保険料特別軽減（生活困窮者）
　　取扱基準

調　整　方　針　案三　　島　　町 山　　古　　志　　村 小　　国　　町

新制度を創設し統一する。ただし、合併年度と
それに続く翌年度は現行どおりとする。

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

各 種 事 務 事 業大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目

長　　岡　　市

介護保険料の減免（法定外減免）

・生活困窮の要件、軽減割合を統一する必要が
ある。

　第1号被保険者及び世帯の生計を主として維
持する者が、生活困窮状態にある場合、申請に
より保険料の軽減を行う制度。

　・小国町第1号被保険者介護保険料減免取扱要綱

福祉・保健・医療 介護保険 保険料

　第1号被保険者及びその者の属する世帯の世
帯主その他その世帯に属する者が、生活困窮状
態にある場合、申請により保険料の軽減を行う
制度。

課　　　　　　題

　・長岡市介護保険条例施行規則第12条、第13条
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会） 作成日　　　 平成16年 4月19日

データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０５ ０４ ０２

対象者の要件
なし なし

なし なし なし

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療 介護保険 保険給付 特別な事情による利用料の減免(法定減免）

（１）災害、風水害、火災等災害により著しい損害を
受けた場合
　前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯で
あって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害
賠償等により補填されるべき金額を控除した額）がそ
の住宅又は家財の価格の10分の3以上の世帯

（２）生計中心者等の死亡、重大な障害等により収入
が著しく減少した場合
　前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯で
あって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得
金額よりも10分の3以上減少する世帯

（３）生計中心者の事業等の休廃止等により収入が著
しく減少した場合
　前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯で
あって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得
金額よりも10分の3以上減少する世帯

（４）生計中心者の干ばつ、冷害等による農作物の不
作不漁等により収入が著しく減少した場合
　前年中の合計所得金額が1,000万円以下(当該合計所
得額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える
場合は除く。）の世帯であって、農作物等の減収によ
る損失額が、平年における当該農作物等による収入額
の合計額の10分の3以上である世帯

長　　岡　　市 中　　之　　島　　町 越　　路　　町

長岡市の制度に統一する。ただし，合併年度と
それに続く翌年度は現行どおりとする。

三　　島　　町 山　　古　　志　　村 調　整　方　針　案課　　　　　　題小　　国　　町
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会） 作成日　　　 平成16年 4月19日

データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０５ ０５ ０２

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

なし

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療 介護保険 介護保険事業者 診療所が実施する介護保険サービス

長　　岡　　市

なし なし

課　　　　題小　　国　　町

なし

三　　島　　町 山　　古　　志　　村 調　整　方　針　案

　・サービスの種類なし
　　　介護療養型医療施設
　　　短期入所療養介護
　　　居宅療養管理指導

当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整す
る。

・　民営化して現在のサービス量を確保
　するには、相当の期間が必要である。
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会） 作成日　　　 平成16年 4月19日

データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０５ ０５ ０１

長　　岡　　市 中　　之　　島　　町 越　　路　　町

福祉・保健・医療 介護保険 介護保険事業者 居宅介護支援事業等（直営）

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

なし なし なし

課　　　　　　題小　　国　　町

なし

三　　島　　町 山　　古　　志　　村 調　整　方　針　案

　廃止する。ただし、廃止する時期や事業の民
営化等については､第3期高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画において検討するものとす
る。

（１）サービスの種類
　・　居宅介護支援
　　

（１）サービスの種類

　・居宅介護支援：小国町在宅介護支援センター

・　サービス量の確保

　・訪問介護　　：小国町役場福祉保健課

　・　訪問入浴介護

　　　　　　　　　門介護事業部、小千谷タク
　　　　　　　　　シー介護事業部
　・訪問入浴介護：なし

　・訪問介護　　：柏崎農協、魚沼タクシー訪

　・　山古志村指定居宅支援事業所

（3）村以外のサービス提供事業所 （3）町以外のサービス提供事業所
　　　なし 　・居宅介護支援：おごしの里、こぶし園

　・訪問入浴介護：小国町役場福祉保健課

　・　居宅介護支援
　　・　　訪問介護

（２）事業所所在地 （２）事業所所在地
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